
憲法の謎をすべて解かないと帰らせない。
皆さんの権利もなくしちゃうよ。

弁護士と一緒に、すべての謎を解いて
皆さんの権利を守り

自宅に帰ることはできるでしょうか？

すべての謎を解いて
皆さんの権利を守ってみせましょう！

裁判の傍聴
もします！

２０２４年７月３０日（火）１３時１５分～１６時

１３時１５分 所要時間約２時間４５分

弁護士会館１０階 1003会議室 裁判所の見学があります。

（東京都千代田区霞が関１－１－３ 最寄り：霞が関駅）

どなたでもご参加いただけます。
（小学生以下は保護者の同伴をお願いします）
参加を希望される方全員の氏名、氏名ふりがな、年
齢、ご連絡可能なメールアドレス、住所、電話番号
をご記入のうえ、以下の宛先（メールアドレス）に、

メールにてお申し込みください。

いただきました情報は、本謎解き企画に関する抽選・ご連絡、

当日の出席確認のみに利用し、それ以外の目的では利用致しません。

《宛先》kenpoevent@niben.or.jp
第二東京弁護士会 人権課 謎解き企画担当係宛

抽選により参加者を決定させていただき
ご参加の可否は、７月２４日頃、メールにて

ご連絡をさせていただきます。
【主催】第二東京弁護士会
【問い合わせ】第二東京弁護士会人権課 TEL 03-3581-2257   http://niben.jp/

２０２４年７月２１日（日）メール必着

参加費
無料

★参加者全員に
記念品進呈

★成績優秀者に
表彰状を贈呈

権力さん

憲法さん

終了時刻は早まることがあります。


